
１　品名及び数量 自動車

　  新品の自動車で、昭和２６年運輸省令第６７号（以降の改正分を含む。）
  「道路運送車両の保安基準」に適合するものであること。※（１）

２　種別 (1) 自動車の種別 小型又は普通（国産車）

(2) 用途 特殊(緊急自動車及び道路維持作業車自動車の指定を受け、8ナンバー登録とすること。)

（車検証 (3) 自家用・事業用の別 自家用(公共応急作業車)

の標記） (4) 車体の形状 SUV

３　契約の形態及び期間（予定） 賃貸借契約　　令和　６年　10月　1日　から　令和１2年　9月　30日　まで

（走行距離　　約7,000㎞  ／年） 納期限:令和6年10月1日
　

４　環境対策 ハイブリッド車であること。また、北海道の「令和5年度環境物品調達方針」（１２－１自動車）で定める
排出ガス基準及び燃費基準を満たしていること。

(1) ドアの数 ５ドア

(2) 総排気量

(3) 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン

(4) 駆動方式 ４輪駆動方式

(5) トランスミッション オートマチック（CVTミッション可）

※変速機が無い場合はオートマチックと同等の機能を有すること

(6) 乗車定員 ５人

(7) ボディカラー 車両全塗装（道路パトロールカー仕様）

(8) 全長 4,500mm以上5,000mm未満

(9) 全幅 1,800mm以上2,000mm未満

(10) 全高 1,600mm以上2,000mm未満

(11) 最低地上高 180mm以上

(12) 寒冷地対策　 寒冷地仕様車

６　装備等 (1) エアコン

(2) エアバッグシステム（運転席、助手席）

(3) パワーステアリング

(5) バックモニターカメラ（社外品可）※（２）

(6) パワーウインドウ

(7) リヤワイパー

(8) リヤ熱線（寒冷地仕様）

(9) フロントフォグランプ

(10) アンチロックブレーキシステム

(11) スペアタイヤ（応急用）又はパンク修理キット可

(12) 電動ドアミラー

(13) 標準工具一式

(14) 前後マッドガード

(15) 前後ドアバイザー
(16) ドライブレコーダー（前向１台、後向１台）

７　付属品等 (1) フロアマット（全席分、運転席と助手席以外は社外品可）
(2) 3年経過後交換用：夏用タイヤ(4本分)及び夏用ワイパーブレード１式

（フロント２本、リヤ１本）

(3) スタッドレスタイヤ・ホイールセット（４本分）及びスノーワイパーブレード１式

（フロント２本、リヤ１本）

(4)3年経過後交換用：スタッドレスタイヤ(4本分)及びスノーワイパーブレード1式

（フロント２本、リヤ１本）

(注)①　(2)(3)(4)はいずれも新品(タイヤについては、国内メーカー品で

　　　(社)日本自動車タイヤ協会加盟社の製品とする。)

(注)②　(2)(3)(4)の更新時期及び更新回数（交換料、組替料及びバランス調整を含む。）　

　 　・ 夏用 ： 3年目の春期１回

      ・ 冬用 ： 3年目の秋期1回

　　 ただし、破損等によって中途更新した場合の更新時期については、別途協議することとし、

　　 この場合にあっても、契約期間中の更新回数は上記を上限とする。

(5) ブレーキオイル交換（車検時）

(6) エンジンオイル交換（半年毎）

(7) オイルエレメント交換（毎年）

(9)塗装

(1) 新車登録 新車登録に係る諸経費、自賠責保険料、自動車重量税、自動車税環境性能割、
自動車税種別割を含む。※（３）

(2) 車検 ２年目、４年目の2回分（自賠責保険料及び自動車重量税を含む。）※（４）

(3) 法定点検(12ヶ月) 1年目、3年目及び5年目の3回分

(4) タイヤ交換 契約期間の毎年春期及び秋期に行う

９　使用する者の所在 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部事業室事業課　釧路市双葉町6番10号　　　　　　　　　　　2台

北海道釧路総合振興局釧路建設管理部厚岸出張所　　　厚岸郡厚岸町宮園3丁目140番地　　　 1台

北海道釧路総合振興局釧路建設管理部根室出張所　　　根室市宝林町4丁目287番地　             1台

北海道釧路総合振興局釧路建設管理部弟子屈出張所　 川上郡弟子屈町桜丘3丁目4番10号     1台

北海道釧路総合振興局釧路建設管理部中標津出張所　 標津郡中標津町東5条北3丁目1番地　 2台

10　その他

　車検・法定点検に係る費用、タイヤ交換、タイヤ組替及びバランス調整、ブレーキオイル交換、エンジンオイル交換、

オイルエレメント交換に係る費用は全て賃貸人の負担とする。
※ (1)　車検証の初度登録年月と登録年月日が同じ年月であり、かつ契約開始の年月の登録であること。
※ (2)　カーナビゲーションとバックモニターカメラは他社製でも可能だが連動するものとする。

※ (３)　リサイクル料金は車検証上の所有者が負担すること。
※ (４)　令和10年実施予定の継続検査後の車検証の「有効期間の満了する日」は契約満了日以降の日とすること。

８　車検・

整備等

　　　　　　要 求 仕 様 書

７台（ＳＵＶ型）
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(8)パトロールカー用装備一式
①スピーカー搭載散光式警光灯　1台
　（搭載散光式警光灯）
　黄・赤一体型4灯式、赤灯は回転及び点滅ができること。自在取付仕様
　（スピーカー）
　50W、散光式警光灯内格納型、前向1台、後向1台設置
②リモコンサーチライト 　1台
　 ①のスピーカー搭載散光式警光灯に上付けすること。100 Ｗ・リモコン式
　※①及び②の例示品:パトライトAJSｰ12HMFP-SW-RY+S0377:A5A53
 　　またはこれと同等以上のもの。
③防雪カバー　1台
　①及び②の防雪カバー
　※③の例示品：パトライト　AJSｰ002＋O0050またはこれと同等以上のもの。
④車両用電子サイレンアンプ　1台
　出力50W以上、①の赤灯及び黄灯の灯体を制御し、赤灯の点滅切替ができること。
　音声装置を内蔵し、録音再生が可能であること。
　※④の例示品：パトライト　SAPｰ520PBVｰWK　またはこれと同等以上のもの。
⑤電子サイレンアンプ用マイク　1台
　トークスイッチロック機能なし
　※⑤の例示品：パトライト　SDMｰ08A　またはこれと同等以上のもの。
⑥中継ボックス　1台
　自動車に装備のカーステレオ等と④の電子サイレンアンプの間に接続して、
　カーステレオ等のスピーカー出力を車外で拡声できること。
　※⑥の例示品：パトライト　SAPWｰ004　またはこれと同等以上のもの。
(注)上記部品以外に設置に必要な部品代（配線、ラック等）や取付代等、設置に係る全ての費用
を含むこと。

別紙塗装仕様書によるものとする。

1,500cc～2000cc クラス
またはそれ以下の排気量の場合には、電動機、過給機等を付加し同等以上の出力を有するこ
と

(4) カーナビゲーション(社外品可)※（２）
　(AM/FMラジオを受信可能でバックカメラを搭載し、バックの際にバックモニターカメラの
　映像を表示できるもの。また、スマートフォン等を別途接続しなくてもナビゲーション機能
　が使用できること。テレビ放送の受信機能を有する場合は、受信できない措置が講じられて
　いること。)


